
事 務 連 絡 

令和４年３月４日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

令和４年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

 



（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房教養厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

 



事 務 連 絡 

 令和４年３月４日 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 (部 ) 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

令和４年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 

 

下記の通知について、別添のとおり訂正しますので、その取扱いについて周知徹

底を図られますよう、お願いいたします。 

 

 

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第２号）※該当箇所：別添６の別紙 17 

 
 



別紙17

（ 配点 ）

Ａ モニタリング及び処置等 ０点 １点 ２点

1 輸液ポンプの管理 なし あり

2 動脈圧測定（動脈ライン） なし あり

3 シリンジポンプの管理 なし あり

4 中心静脈圧測定（中心静脈ライン） なし あり

5 人工呼吸器の管理 なし あり

6 輸血や血液製剤の管理 なし あり

7 肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル） なし あり

8
特殊な治療法等
（CHDF,IABP,PCPS,補助人工心臓,ICP測定,
ECMO,IMPELLA）

なし あり

Ａ得点

０点 １点 ２点 ０ １

9 寝返り できる
何かにつかまれば

できる できない 点　

10 移乗 自立 一部介助 全介助 実施なし 実施あり 点　

11 口腔清潔 自立 要介助 実施なし 実施あり 点　

12 食事摂取 自立 一部介助 全介助 実施なし 実施あり 点　

13 衣服の着脱 自立 一部介助 全介助 実施なし 実施あり 点　

14 診療・療養上の指示が通じる はい いいえ 点　

15 危険行動 ない ある 点　

Ｂ得点

注）

＜特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準＞

なお、患者の状況等に係る得点（Ｂ得点）については、基準の対象ではないが、毎日評価を行うこと。

・Ｂについては、評価日の「患者の状態」及び「介助の実施」に基づき判断した患者の状況等の点数を記載する。

モニタリング及び処置等に係る得点（Ａ得点）が ４３点以上。

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価にあたっては、

「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票　評価の手引き」に基づき行うこと。

・Ａについては、評価日において実施されたモニタリング及び処置等の合計点数を記載する。

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票

Ｂ 患者の状況等
患者の状態

×

介助の実施

＝

評価

（別添）
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